
葛飾区・高砂地区 復興まちづくり訓練2023

(第１回 ガイダンス)

事前復興の意義と可能性

２０２３年８月１９日

東京都立大学・首都大学東京／名誉教授
葛飾区・都市計画審議会／会長

なかばやしいいつき

中林一樹

復興が課題となった震度7の大震災
阪神・淡路 新潟県中越 東日本 熊本 北海道

本震発生 1995.1.17 2004.10.23 2011.3.11 2016.4.16 2018.9.6

本震のＭ M７．３ M６．８ M９．０ M７．３ M６．７

最大震度 震度７ 震度７ 震度７ 震度７×２ 震度７

全壊全焼 １１１,９４１ ３,１８４ １２２,００５ ８,６６７ ４６９

火災件数 285件/7100 6件/10？ 330件/？ 15件/1 －

半 壊 １４４,２７４ １３,８１０ ２８３,１５６ ３４,８３３ １,６６０

直接死者 ５,５０２ １６ １８,５２３ ５０ ４１

関連死者 ９１９ ５２ ３,７９４ ２２６ ２

負 傷 者 ４３,７９２ ４,８０５ ６,２４２ ２,８０９ ７８２

☆「東北地方太平洋沖地震（総務省消防庁第163報：2023.3.8）」、「東日本大震災における
震災関連死の死者数（復興庁：2023年3月31日）」、「熊本地方を震源とする地震（総務
省消防庁第121報：2019.4.12）」、「北海道胆振東部地震（同第35報：2019.8.20）」
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①被災地復興
＊地域の課題を解決するべき被災地を選定し、そ
こに集中的に費用を投じて進める、被災地の復興

（１）市街地（基盤復興）・・・・まち創造

（２）コミュニティ(社会復興)・・近隣再生

②被災者復興
＊全ての被災者（家族）・被災事業所（企業）に公平
公正に支援し、被災者個人の復興

（３）居住者（生活復興）・・・・日常創出

（４）事業者（産業復興）・・・・仕事創生

二つの「災害復興」
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東日本大震災の｢復興感｣と｢復興｣構造

①毎日の食生活
②住まいの再建（見通し）
⑤子供や孫の生活

⑩近助や地域のつながり

生活復興

産業復興

社会復興

基盤復興

被災者
復興

被災地
復興

災害
復興

④仕事の状況
⑥家族の収入
⑦買い物の便

③医療の状況
⑧お出かけの便
⑨通勤交通の便
⑪市街地・集落の復興 4



被災者復興と被災地復興

被災市街地

生活復興
（住宅再建）

産業復興
（企業再建）
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「被災者復興」は“居住者と事業者”

居住者
復興

(罹災証明)

事業者
復興

(被災証明)

生活（食事・日常）
収入（自営・雇用）
住宅（原地・移転）

事業（継続・再編）
施設（原地・移転）

被
災
者
復
興
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「被災地復興」は地域の“空間と社会”

市街地
復興

インフラ
復興

コミュニティ
復興

公共施設

公益施設

街路・公園・上下
水道・河川・海岸

鉄道・電気・ガス・
通信・空港・病院

市街地基盤・再開発・商店街・交通

近隣関係・集会施設・神社・文化財

被
災
地
復
興
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阪神・淡路大震災の復興過程

• 阪神・淡路大震災の被災地復興が東京の事
前復興のモデルである。

• 1995年1月、東京都は最初の区部直下地震の
被害想定に取り組み、約４倍の被害だった。

• 阪神・淡路大震災の前に、いつ起きても不思
議でない東海地震対策として、政府（建設省・
国土庁）は、“復興の準備”の検討に取り組ん
でいたが、具体的な取り組みはなかった。

• そして、阪神・淡路大震災が発生、兵庫県も神
戸市も、事前準備なしで復興に取り組んだ。
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阪神・淡路大震災(1995)の被害と復興
原資料・５学会報告書

建物全壊率の分布

犠牲者の死亡した場所 9

阪神･淡路大震災における死者
建物倒壊が命を奪った：多くは自宅で即死

死 因 死者数 率

倒壊建物･
家具によ
る圧死等

4,831人 88%

焼 死 等 550人 10%

そ の 他 121人 2%

直 接 死 5,502人 100%

関 連 死 932人 17%

総死者数 6,434人 117%

死亡時刻 死者数 率

1月17日
5:46～6:00 3,266人 61%

6:00～

12:00 1,397人 26%

12:00～

24:00 411人 8%

1月18日～ 290人 5%

合 計 5,364人 100%



阪神大震災の復興の最初の一歩
～阪神の復興は震災直後から始まった～

＊緊急対応期（２日目夜）に都市復興に着手

・被災者の救済対応需要が最大の期間

・神戸市長の指示で、3日目から「被災地の被
害状況」を把握（復興のための街区別被災調
査）し、計画復興対策の必要性を判断する。

・それによって、１週間目に「復興本部」体制を
構築する。

・被災者は、その多くが避難所にいた。その時
期に、復興への歩みを始めた。

11

ライフライン復旧･避難者の推移と復興計画

復興調査
原案作成

復興計画
説明広報
合意形成



震災２日目の夜、被害状況を踏まえ「都市復興が大きな課
題になる」と市長の指示で、３～５日に被害概況を把握し、
2週間目に「復興体制」、2週間目に国・県・市で復興会議。

被害概況調査図（上図）を踏まえて、震災２週間後に土地区
画整理事業や都市再開発による市街地復興を目指す区域
を、「建築基準法８４条建築制限地域」として告示し、
２か月後に都市計画決定を行い、被災地復興がスタート。 13

原資料：神戸市

「復興まちづくり地区」の設定

被害発生状況
（被害程度）

市街地の課題
（基盤整備状況）

都市ビジョン
復興まちづくり
を要する地区

復興まちづくり
をずに被災者
復興を進める

被災地域での復興まちづくりをどこで実施するのか
どのように、神戸では決めたのか
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1/31 建築基準法「84条」建築制限区域

震災後の2週間で都市計画事業で基盤復興すべき区域を決め告示 16

原資料：神戸市「復興まちづくりニュース第1号（1995年2月）



神戸
被災市街地と
市街地の復興

松本地区（市）
土地区画整理事業で
市街地の基盤復興

御菅地区（市）
土地区画整理事業で
市街地の基盤復興
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地図出典：都市計画学会・日本

建築学会(1995)

湊川1・2丁目地区（住）
土地区画整理事業で
市街地の基盤復興

①法定事業（都市計画）
・街路事業
・土地区画整理事業
・都市再開発事業
・住宅地区改良事業
②任意事業（都市計画）
・住宅市街地総合整備事業
③個別復興支援事業

①重点復興地区・・・黒地地区
②復興促進地区・・・灰色地区
③復興推進地区・・・白地地区 18

・湊川１．２丁目地区は、住民主導で土地区画整理
事業の復興まちづくりを選択し、取り組んだ。
・東部副都心地区とともに、建築基準法８４条制限
区域には指定しなかった

三宮地区は、84条制限区域を
指定したが、地区計画によるビ
ル再建をルール化のみで復興



都市復興は２日・２週間・２か月のスピードで初動
～（２・２・２）＋２の復興プロセス～

・２日目に、市長から復興調査が指示され、復興に着手。

・２週間目に、建築基準法８４条制限区域（第一次制限）
の告示。これによって、都市計画事業区域（案）を示した。

・建築基準法８４条制限方式の制限期間のため、２ヶ月目
に、都市計画区域を法定決定した。都市復興が先陣。

・しかし、復興都市計画にも「住民参加」が不可欠である。

その住民の多くは「被災者」である。

・どのように被災者と事前協議をおこなったか。

・被災現地で、計画の公開：「現地復興事務所」

・復興のための住民組織 ：「まちづくり協議会」

・計画決定後、事業決定へ「まちづくり条例」を援用して
住民参加で復興まちづくりの展開：「２段階計画決定」 19

葛飾区の都市計画マスタープランにおける
「震災復興まちづくりの方針」
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「事前復興」の意義と可能性

被害発生状況

市街地の課題

都市ビジョン

被害想定

基盤整備状況

都市計画MP

復興都市計画事前復興計画

復興制度･体制

復興マニュアル
復興訓練

災害復興を迅速に進めるには「事前準備」が必要で重要。
さらに、「準備して災害を待つ事前復興」から「事前に実
施しておく事前復興のまちづくり」への展開が望まれる。
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「想像による“事前復興”が
強靱な葛飾・高砂を創造する」
「課題解決型防災まちづくり」から「目標
達成型復興まちづくり」へ思考展開を！

「超高齢社会」と「人口減少土地余り社会」
に災害につよい街づくりを進めるには、

二つの「そうぞう力」で考えてみよう！
それは、｢想像力｣ と ｢創造力｣
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ご静聴ありがとうございました。

中林一樹


